
No. 頁 ご意見 回答

1 13 ほか

原則、我々事業者から照会はメール対応となっていますが、レスポンスが遅く、かつ、形式的な回答内容が多く、実務的な疑問の解消に至

らないことがあります。双方の実務を円滑にすすめるためにも、実効性のある回答を望みます。

なお、状況によっては、双方メールよりも電話対応が望ましい場合もあるかと思いますので、適宜調整させていただきますよう、お願いします。

お問い合わせ内容に応じまして、メールだけでなく、本機関からお電話させていただく場合もございます。頂いたご意見は今後の検討の参考と

させて頂きます。

2 18

本年４、５月の誤算定分の遡及精算額の検算について、我々事業者側に委ねる対応となっていました。

これは、決して望ましい対応とは言い難いものと考えています。

誤算定はあってはなりませんが、万が一あった場合は、遡及精算額を反映した通知書とセットとし、新旧対比がわかる内訳書を相手方に明

示するなどの対応改善を求めます。

容量拠出金の請求額につきましては、再算定の有無にかかわらず、本機関および小売電気事業者等の双方による確認をお願いしておりま

す。頂いたご意見は今後の検討の参考とさせて頂きます。

3 20
現状、備考欄に算定根拠と数値が記載されていますが、PDFであり作業効率が非常に悪くなっています。

表計算ファイルにて別途内訳提示をいただくよう、お願いします。

頂いたご意見は今後の検討の参考とさせて頂きます。

「容量市場　業務マニュアル　容量拠出金対応編（対象実需給年度：2025年度）（案）」に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答


